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株式の種類　　　普通株式

１【取得状況】

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

2026年５月31日現在
 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2026年４月30日）での決議状況

（取得期間　2026年５月１日～2026年５月１日）
4,200,000 9,802,800,000

報告月における取得自己株式（取得日） ５月８日 4,190,200 9,779,926,800

計 － 4,190,200 9,779,926,800

報告月末現在の累計取得自己株式 　－ 4,190,200 9,779,926,800

自己株式取得の進捗状況（％） 99.76 99.76

（注）１．上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3)

による買付とすることを決議しております。

２．「取得期間」は約定ベースで、「報告月における取得自己株式（取得日）」は受渡ベースで記載しておりま

す。

 

２【処理状況】

2026年５月31日現在
 

区分 報告月における処分株式数（株） 処分価額の総額（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

 

（処分日）

５月18日

 

25,800

 

62,874,600

計 － 25,800 62,874,600

消却の処分を行った取得自己株式

 

（消却日）

－月－日

 

－

 

－

計 － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

（移転日）

－月－日

 

－

 

－

計 － － －

その他（管理職層向け株式報酬制度として

処分した取得自己株式）

（処分日）

５月15日

 

82,800

 

201,783,600

計 － 82,800 201,783,600

合計  108,600 264,658,200

（注）「引き受ける者の募集を行った取得自己株式」は役員向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分となりま

す。

 

３【保有状況】

2026年５月31日現在
 

報告月末日における保有状況 株式数（株）

発行済株式総数 60,042,592

保有自己株式数 7,437,357

（注）「保有自己株式数」には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。
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